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付録.1 エラーメッセージへの対応 
 

エラーメッセージが表示された場合は、以下の対応方法を参照してください。 

 

ただし、お使いのパソコンの環境やインターネットの接続状況、IC カード・IC カードリーダーの

設定等により、表示されるエラーメッセージや対応方法が異なります。 

 

また、エラーメッセージには、「再度処理を行ってください。エラーが連続する場合は、システム

管理者に連絡してください。」と表示される場合があります。その場合は、いったんブラウザを終了

［×（閉じる）］し、操作を初めからやり直してください。 

 

 

当該処理を行ってもエラーメッセージが表示される場合は、以下連絡先までご連絡ください。 

 

【連絡先】 

 

大阪市電子調達システム 06-6945-4003 

      ヘルプデスク 受付時間：平日 9：00～17：30 

 

 

【エラー画面（例）】 
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【エラーメッセージへの対応（例）】 

 

エラーメッセージ 対  応 

ログインに失敗しました。 

※別ウィンドウで表示される場合 

PIN番号の入力間違いの場合に表示されます。 

PIN番号を確認してください。 

ログインに失敗しました。 

※画面に直接表示される場合 

ICカードが未登録の場合に表示されます。 

「電子業者登録」処理にて、ICカード登録を行って

ください。 

使用不可能なプロバイダが要求されまし

た。 

ICカードのログイン登録が終了していない場合等に

表示されます。 

各認証局にお問い合わせください。 

実行エラーが発生しました。 お使いのパソコンにおいて、ICカードが使用できな

い状態等の場合に表示されます。 

ICカードの動作確認を行ってください。 

・業者マスタ基本に未連携のデータです。 

・業者マスタ基本に登録されていません。 

入力された ID・PWが大阪市に未登録の場合に表示

されます。 

お手持ちの ID・PWを確認してください。 

（「電子業者登録」処理において、PIN番号

入力後） 

・処理の受付が終了しませんでした。再度、

同じ処理を実行してください。 

・サーバエラーが発生しました。再度処理

を行ってください。 

ICカードの有効期限が開始以前のカードを利用した

場合等に表示されます。 

ICカードの有効期限を確認してください。 

ログインしていないか、セッションタイム

アウトにより切断されました。 

画面を長時間放置した場合等に表示されます。 

いったんブラウザを終了し、操作を初めからやり直

してください。 

リモートサーバマシンが存在しないか利用

できません。 

インターネットの接続に問題がある場合等に表示さ

れます。 

社内 LAN の場合は社内のシステム管理者に、ダイ

ヤルアップ等の場合は契約先のプロバイダに連絡し

てください。 
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付録.2 禁止文字について 
 

大阪市電子調達システムで入力禁止となる文字は以下の通りです。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

なお、入力可能な文字は以下のようになります。 

 

・半角英数字および半角スペース 

・非漢字（全角記号、ひらがな、カタカナ） 

・第一水準 

・第二水準 

 

これ以外の文字（第三水準、外字など）はすべて入力不可となりますのでご注意ください。 


